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◇ 介護老人保健施設通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション利用約款 ◇ 

 

第 1条（約款の目的） 

老人保健施設 舞子台（以下「当施設」という。）は、要支援状態（介護予防通所リハビリテーションにあ

たっては要支援状態）と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に

従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ように、一定の期間、通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションを提供し、一方、利用

者及び利用者の身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決め

ることを、本約款の目的とします。 

 

第２条（適用期間） 

１ 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション利用

同意書を当施設に提出したのち、令和６年６月１日以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受

人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。 

２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙１、別紙２及び別紙３の改定が行われない限り、初回

利用時の同意書提出をもって､繰り返し通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションを利

用することができるものとします｡ 

 

第３条（身元引受人） 

 １ 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることが

できない相当の理由がある場合を除きます。 

 ① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。）であること。 

 ② 弁済をする資力を有すること。 

  ２ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額４００万円の範囲内で、

利用者と連帯して支払う責任を負います。 

  ３ 身元引受人は、前項の責任のほか、次の次号の責任を負います。 

 ① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力すること。 

  ② 通所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の

引取りをすること。但し、遺体の引取りについて、身元引受人と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は、

祭祀主宰者に引取っていただくことができます。 

  ４ 身元引受人が第１項次号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の利用者等に

対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当施設は、利

用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求

めることができます。但し、第１項但書の場合はこの限りではありません。 

  ５ 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料金の未払い、こ

れに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期日が到来しているものの額

に関する情報を提供します。 

 

第４条（利用者からの解除） 

１ 利用者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス（介護予防サ

ービス）計画にかかわらず､本約款に基づく通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーショ

ン利用を解除することができます。なお､この場合利用者及び身元引受人は､速やかに当施設及び利用者

の居宅サービス（介護予防サービス）計画作成者に連絡するものとします｡（本条第２項の場合も同様と

します。） 

２ 身元引受人も前項と同様に通所利用を解除することができます。但し、利用者の利益に反する場合は、

この限りではありません。 

３ 利用者又は身元引受人が正当な理由なく、通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を

当施設にお支払いいただきます。 
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第５条（当施設からの解除） 

当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく通所リハビリテーション・

介護予防通所リハビリテーションサービスの利用を解除することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立及び事業対象者と認定された場合 

② 利用者の居宅サービス（介護予防サービス）計画で定められた利用時間数を超える場合 

③ 利用者及び身元引受人が､本約款に定める利用料金を 1 か月分以上滞納しその支払いを督促したにもか

かわらず 7日間以内に支払われない場合 

④ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーション・介護予防通所

リハビリテーションサービスの提供を超えると判断された場合 

⑤ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の利

用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑥ 第３条第４項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求めたにもかかわらず、新た

な身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受人を立てることができない相当の理由が

ある場合を除く。 

⑦ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができない場合 

 

第６条（利用料金） 

１ 利用者又及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテーション・介護

予防通所リハビリテーションサービスの対価として、利用者負担説明書の利用単位ごとの料金をもとに

計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を

支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変

更することがあります。 

２ 当施設は、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、前月料金の合計額

の請求書及び明細書を、毎月１０日に発行し、所定の方法により交付する。利用者及び身元引受人は、

連帯して、当施設に対し、当該合計額をその月末までに支払うものとします。なお、お支払いは以下の

いずれかの方法でお支払い下さい。 

ア. ご利用時にお持ちいただき現金でのお支払い 

イ. 指定口座からの口座振替（翌月 20日） 

ウ. 下記口座への銀行振り込み 

但馬銀行 垂水支店 普通 １９４８１１１ 

医療法人浩生会 老人保健施設舞子台 施設長 森田
もりた

 瑞穂
みずほ

 

※口座振替手数料として８５円（税込）はご契約者のご負担とさせて頂きます。 

※振込み名義は利用者様名でお願いします。 

※振込み手数料はご契約者のご負担とさせて頂きます。 

 

３ 当施設は、利用者又は身元引受人から、１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者、身元

引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対して、領収書を所定の方法により発行します。 

 

第７条（記録） 

１ 当施設は、利用者の通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションサービスの提供に関す

る記録を作成し、その記録を利用終了後２年間は保管します。（診療録については、５年間保管します。） 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、必要な実費を徴収のうえ、

これに応じます。 

３ 当施設は、身元引受人が第１項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を必要とする事情を確

認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者が

身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合、その他利用者の利益に反するおそれが

あると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。 

４ 前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は適応されません。 

５ 当施設は、利用者及び身元引受人以外の親族が第１項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、利用者の承
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諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者の利益に反するおそれ

があると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。 

 

 

第８条（身体の拘束等） 

当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得

ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことが

あります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを

得なかった理由を診療録に記載することとします。 

 

第９条（秘密の保持及び個人情報の保護） 

１ 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、身元引受人又は利

用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙３のとおり定め、適切に取り扱いま

す。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護

関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

第１０条（緊急時の対応） 

１ 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協

力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 前項のほか、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者、身元引受人又は利

用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

第１１条（事故発生時の対応） 

１ サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医

療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当施設は利用者の身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者及び保険者の

指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

 

第１２条（要望又は苦情等の申出） 

利用者及び身元引受人又は利用者の親族は、当施設の提供する通所リハビリテーション・介護予防通所

リハビリテーションに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、

備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができ

ます。 

 

公的苦情等相談窓口 

神戸市福祉局 監査指導部 居宅通所指導指導担当 （電話 ０７８－３２２－６３２６） 

平日 ８：４５から１２：００ ／ １３：００から１７：３０ 

 

兵庫県国民健康保険団体連合会         （電話 ０７８－３３２－５６１７） 

平日 ８：４５から１７：１５ 

 

神戸市生活情報センター（契約についてのご相談）（電話 ０７８－３７１－１２２１） 

平日 ９：００から１７：００ 
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養介護施設従事者等による高齢者虐待通報専用電話（監査指導部内） 

（電話 ０７８－３２２－６７７４） 

平日 ８：４５から１２：００ ／ １３：００から１７：３０ 

 

第１３条（賠償責任） 

１ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由

によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人は、連帯して、

当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

第１４条（禁止事項） 

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション利用時に他の利用者との物のやり取り、 

飲食物の交換などを禁止します。トラブル時の責任は当施設では一切責任を負いかねます。 

 

第１５条（利用契約に定めのない事項） 

この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は身

元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
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＜別紙１＞ 

老人保健施設 舞子台のご案内 

（令和 7 年 5 月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名     老人保健施設 舞子台 

   ・開設年月日   平成９年１０月２１日 

      ・所在地     神戸市垂水区舞子台７丁目２－１ 

   ・電話番号    ０７８－７８５－５５７７ 

   ・ファックス番号 ０７８－７８５－３１３１ 

   ・メールアドレス rouken.maikodai@gmail.com 

                （受信確認以降は、配信専用となります。） 

      ・管理者名      森田 瑞穂 

      ・介護保険指定番号    介護老人保健施設（２８５０８８００３６号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な医療と日常

生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むこ

とができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者

の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといっ

たサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上で

ご利用ください。 

 

 ［老人保健施設舞子台の運営方針］ 

「介護保険創設により「介護」が家庭から社会（地域）へ、又、「暗」から「明」へ時代とともに変化しま

すが、当施設ご利用に変化はなく、医学的管理下に於ける看護・介護およびリハビリテーション等、「質

の高い」医療ケアと日常生活サービスを提供し、地域の皆様に貢献いたします。」 

 

（３）施設の職員体制 

    別途運営規定で定めています。 

 

（４）入所定員等 ・定員 １００名 

         ・療養室  個室・・・４室、２人室・・・４室、４人室・・・２２室 

 

（５）通所定員  ３０名 

 

２．介護老人保健施設入所サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 

② 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 

③ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画の立案 

④ 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

朝食   ８時００分～ ８時３０分（施設入所利用時） 

昼食 １２時００分～１２時３０分 

夕食 １８時００分～１８時３０分（施設入所利用時） 

⑤ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は、週に最低 

２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

⑥ 医学的管理・看護 

⑦ 介護（施設入所の方は退所時の支援も行います） 

⑧ リハビリテーション 

⑨ 相談援助サービス 

mailto:rouken.maikodai@gmail.com
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⑩ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理（施設入所利用時） 

⑪ 口腔衛生の管理（施設入所利用時） 

⑫ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑬ 理美容サービス（原則月２回実施します。）（施設入所利用時） 

⑭ 基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サービス計画で定めら

れた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適用） 

⑮ 行政手続代行 

⑯ その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますの

で、具体的にご相談ください。 

 

３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やか

に対応をお願いするようにしています。 

また、入所利用者の状態や病歴等の情報共有を行います。 

・ 協力医療機関      

 ・名 称 舞子台病院 

     ・住 所 神戸市垂水区舞子台７丁目２－１ 

  ・協力歯科医療機関（施設入所利用時） 

     ・名 称 田口歯科医院 

     ・住 所 神戸市垂水区東舞子町１０－1－８４ 

 ◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

（施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。入所食

費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響を与える

栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠かせません。） 

・受付時間 

  月曜日から土曜日（祝日含む）  午前８時より午後６時００分 

日曜日・年末年始（12 月 31、1 月 1 日・2 日・3 日） 午前８時３０分より午後６時００分 

・外出・外泊 

  外泊はサービスステーションにお申し出下さい。 

  外出はご家族同伴で願います。 

・飲酒・喫煙 

  飲酒は禁止しております。施設敷地内は禁煙です。 

・火気の取扱い 

  マッチ、ライター等火気類の持ち込みはご遠慮いただきます。 

・所持品・備品等の持ち込み 

  持ち込みの際、係員（看護、介護職員等）にお申し出下さい。 

  汚損破損・紛失・盗難について施設では責任を負いかねます。 

・金銭・貴重品の管理 

  貴重品の持ち込みは禁止しております。 

  金銭の所持も原則ご遠慮ください。やむを得ない場合は少額に願います。 

・入所中の外泊時等の施設外での受診 

  ご入所中（外出・外泊時も含む）は、当施設の管理のもとにあります。 

法令上、施設の依頼状なしに診療・検査・投薬・処方箋の交付等をしてはいけな 

いことになっています。（家族の方が代理で行ってもいけません） 

受診等が必要な場合はお早めに２Ｆサービスステーションまで申し出て下さい。 
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  ・ペットの持ち込み 

    ２階、３階へは、ペットの同伴を制限しております。 

    １階フロアまでのご同伴でお願いします。 

    但し、盲導犬、聴導犬、介助犬は除きます。 

 

５．非常災害対策 

  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓 

  ・防災訓練  年２回 

 

６．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特

定の政治活動」は禁止します。 

 

７．要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。 

（電話 ０７８－７８５－５５７７） 

要望や苦情などは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、玄関に備えつけら

れた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 

 

公的苦情等相談窓口については、利用約款第 12 条をご確認ください。 

 

８．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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＜別紙２＞ 

 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）について 

（令和７年６月１日現在） 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）についての概要 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）については、要介護者（介護予防通所リハビ

リテーションにあっては要支援者）の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス（介護予防

サービス）計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練

その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者のご家族の身

体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる

あらゆる職種の職員の協議によって、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画が作

成されますが、その際、利用者・利用者の後見人、利用者の家族、身元引受人等の希望を十分に取り入れ、ま

た、計画の内容については同意をいただくようになります。 

 

３．利用料金 

（１）基本料金 

指定通所リハビリテーションサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告

示上の額とし、当該指定通所リハビリテーションサービスが、法定代理受領サービスであるときは、介護報酬

の告示により計算した通所リハビリテーションサービス費の１割（介護保険法の定めにより９割でない場合に

は、それに応じた割合）とする。 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利用時間によって利用料が異な

ります。以下は１日当たりの自己負担分です） 

 

（２）その他の料金 

① 食費 昼食 ８５０円 

※原則として食堂でおとりいただきます。なお、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテー

ション）利用時間帯によっては、食事の提供ができないことがあります。 

② 送迎代（通常の事業の実施地域以外の送迎）            実費 

③ 基本時間外施設利用料                            実費 

④ その他（利用者が選定する特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費等）は、別途資料をご覧くださ

い。 

 

（３）支払い方法 

・ 毎月 10 日頃に、前月分の請求書を発行しますので、その月の月末までにお支払いください。お支払いい

ただきますと領収書を発行いたします。 

・ お支払い方法は、現金、銀行振込、金融機関口座自動引き落とし（毎月２０日）の３方法があります。利

用申込み時にお選びください。 
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＜別紙３＞ 

個人情報の利用目的 
（令和４年１０月１日現在） 

 

老人保健施設 舞子台では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報に

ついて、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 
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◇ 利 用 者 負 担 説 明 書 ◇ 
 

 

  介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険の給付にかかる１割又は２割又は３割の自己負

担分と保険給付対象外の費用（居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な療養室料及び特別な食費、日常生活

で通常必要となるものに係る費用や、理美容代、倶楽部等で使用する材料費、診断書等の文書作成費、要介護認

定の申請代行費等）を利用料としてお支払いいただく 2種類があります。 

  なお、介護保険の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望されるサービス（入所、短期入所療養

介護、通所リハビリテーション）毎に異なります。 

  また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険給付の自己負担額は、施設の所在する地域（地域

加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の施設（認知症専門棟加算）で異なりますし、利用料も施設

ごとの設定となっております。当施設の利用者負担につきましては、次頁以降をご参照下さい。 

  介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にいて種々のサービスを受

ける居宅サービスがありますが、それぞれ利用方法が異なっています。 

  施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、短期入所療養介護、通所リハビリ

テーションは、居宅サービスであり、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス計画（ケアプラン）を作成し

たあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要です。また、送迎、入浴といった加算対

象のサービスも、居宅支援サービス計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合

は、居宅支援サービス計画に記載されているか、いないかをご確認ください。 

  居宅支援サービス計画は、利用者ご本人が作成することもできますが、居宅介護支援事業所（居宅支援サービ

ス計画を作成する専門機関）に作成依頼することもできます。 

  詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。 
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Ａ 通所リハビリテーションの場合の利用者負担額（地域加算を含む。） 

１  保険給付の自己負担額（１割負担の場合） 

［１時間以上２時間未満］１日 

  ・要介護１     ３９３円 

  ・要介護２     ４２４円 

  ・要介護３     ４５７円 

  ・要介護４     ４８８円 

  ・要介護５     ５２３円 

［２時間以上３時間未満］１日 

  ・要介護１     ４０８円 

  ・要介護２     ４６８円 

  ・要介護３     ５３１円 

  ・要介護４     ５９２円 

  ・要介護５     ６５２円 

［３時間以上４時間未満］１日 

  ・要介護１     ５１８円 

  ・要介護２     ６０２円 

  ・要介護３     ６８５円 

  ・要介護４     ７９２円 

  ・要介護５     ８９８円 

 

［４時間以上５時間未満］１日 

  ・要介護１     ５８９円 

  ・要介護２     ６８４円 

  ・要介護３     ７７８円 

  ・要介護４     ９００円 

  ・要介護５    １０２０円 

［５時間以上６時間未満］１日 

  ・要介護１     ６６３円 

  ・要介護２     ７８７円 

  ・要介護３     ９０８円 

  ・要介護４    １０５２円 

  ・要介護５    １１９４円 

 

［６時間以上７時間未満］１日 

  ・要介護１     ７６２円 

  ・要介護２     ９０６円 

  ・要介護３    １０４６円 

  ・要介護４    １２１２円 

  ・要介護５    １３７５円 

［７時間以上８時間未満］１日 

  ・要介護１     ８１２円 

  ・要介護２     ９６３円 

  ・要介護３    １１１５円 

  ・要介護４    １２９５円 

  ・要介護５    １４７０円 

 

 

＊リハビリテーション提供体制加算１          （１３円）／１回につき（3 時間以上 4 時間未満） 

＊リハビリテーション提供体制加算２          （１７円）／１回につき（4 時間以上 5 時間未満） 

＊リハビリテーション提供体制加算３          （２１円）／１回につき（5 時間以上 6 時間未満） 

＊リハビリテーション提供体制加算４          （２６円）／１回につき（6 時間以上 7 時間未満） 

＊リハビリテーション提供体制加算５          （３０円）／１回につき（7 時間以上） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   イ   （５９７円）／１月（開始月から６月以内） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   イ    （２５６円）／１月（開始月から６月超） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ロ   （６３２円）／１月（開始月から６月以内） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ロ    （２９１円）／１月（開始月から６月超） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ハ   （８４５円）／１月（開始月から６月以内） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ハ    （５０４円）／１月（開始月から６月超） 

＊リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たり、    

事業所の医師が利用者等に説明し同意を得た場合  （２８８円）／１月（上記加算に加算する） 

＊入浴介助加算Ⅰ                 （ ４３円）／１回 

＊入浴介助加算Ⅱ                 （ ６４円）／１回 

＊短期集中個別リハビリテーション加算       （１１７円）／１日 

＊栄養アセスメント加算              （ ５３円）／１回 

＊栄養改善加算（１月２回まで）          （２１３円）／１回 

＊口腔機能向上加算Ⅰ  （１月２回まで）     （１６０円）／１回 

＊口腔機能向上加算Ⅱ イ（１月２回まで）     （１６５円）／１回 

＊口腔機能向上加算Ⅱ ロ（１月２回まで）     （１７１円）／１回 

＊退院時共同指導加算                （６４０円）／１回（病院の退院時） 
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＊重度療養管理加算                （１０７円）／１回 

＊中重度ケア体制加算               （ ２１円）／１日 

＊科学的介護推進体制加算             （ ４３円）／１月 

＊送迎減算                    （－５０円）／片道 

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ           （ ２３円）／１日 

＊サービス提供体制強化加算Ⅱ           （ １９円）／１日 

＊介護職員等処遇改善加算Ⅰ            所定単位数の８.６％ 

（令和 6年 6月 1日改定） 

 

 

２  保険給付の自己負担額（２割負担の場合） 

［１時間以上２時間未満］１日 

  ・要介護１      ７８７円 

  ・要介護２      ８４９円 

  ・要介護３      ９１５円 

  ・要介護４      ９７６円 

  ・要介護５     １０４７円 

［２時間以上３時間未満］１日 

  ・要介護１      ８１７円 

  ・要介護２      ９３６円 

  ・要介護３     １０６２円 

  ・要介護４     １１８３円 

  ・要介護５     １３０５円 

［３時間以上４時間未満］１日 

  ・要介護１     １０３６円 

  ・要介護２     １２０５円 

  ・要介護３     １３７１円 

  ・要介護４     １５８４円 

  ・要介護５     １７９５円 

 

［４時間以上５時間未満］１日 

  ・要介護１     １１７９円 

  ・要介護２     １３６９円 

  ・要介護３     １５５６円 

  ・要介護４     １７９９円 

  ・要介護５     ２０４０円 

［５時間以上６時間未満］１日 

  ・要介護１     １３２６円 

  ・要介護２     １５７３円 

  ・要介護３     １８１６円 

  ・要介護４     ２１０４円 

  ・要介護５     ２３８８円 

 

［６時間以上７時間未満］１日 

  ・要介護１     １５２４円 

  ・要介護２     １８１２円 

  ・要介護３     ２０９１円 

  ・要介護４     ２４２４円 

  ・要介護５     ２７５０円 

［７時間以上８時間未満］１日 

  ・要介護１     １６２５円 

  ・要介護２     １９２５円 

  ・要介護３     ２２３０円 

  ・要介護４     ２５９０円 

  ・要介護５     ２９４０円 

 

 

＊リハビリテーション提供体制加算１          （２６円）／１回につき（3 時間以上 4 時間未満） 

＊リハビリテーション提供体制加算２          （３４円）／１回につき（4 時間以上 5 時間未満） 

＊リハビリテーション提供体制加算３          （４３円）／１回につき（5 時間以上 6 時間未満） 

＊リハビリテーション提供体制加算４          （５１円）／１回につき（6 時間以上 7 時間未満） 

＊リハビリテーション提供体制加算５          （６０円）／１回につき（7 時間以上） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   イ   （１１９４円）／１月（開始月から６月以内） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   イ    （ ５１２円）／１月（開始月から６月超） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ロ   （１２６４円）／１月（開始月から６月以内） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ロ    （ ５８２円）／１月（開始月から６月超） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ハ   （１６９１円）／１月（開始月から６月以内） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ハ    （１００８円）／１月（開始月から６月超） 

＊リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たり、    

＊事業所の医師が利用者等に説明し同意を得た場合  （５７６円）／１月（上記加算に加算する） 
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＊入浴介助加算Ⅰ                 （ ８５円）／１回 

＊入浴介助加算Ⅱ                 （１２８円）／１回 

＊短期集中個別リハビリテーション加算       （２３５円）／１日 

＊栄養アセスメント加算              （１０７円）／１回 

＊栄養改善加算（１月２回まで）          （４２６円）／１回 

＊口腔機能向上加算Ⅰ  （１月２回まで）     （３２０円）／１回 

＊口腔機能向上加算Ⅱ イ（１月２回まで）     （３３０円）／１回 

＊口腔機能向上加算Ⅱ ロ（１月２回まで）     （３４１円）／１回 

＊退院時共同指導加算                （１２７９円）／１回（病院の退院時） 

＊重度療養管理加算                （２１３円）／１回 

＊中重度ケア体制加算               （ ４３円）／１日 

＊科学的介護推進体制加算             （ ８５円）／１月 

＊送迎減算                   （－１００円）／片道 

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ           （ ４７円）／１日 

＊サービス提供体制強化加算Ⅱ           （ ３８円）／１日 

＊介護職員等処遇改善加算Ⅰ            所定単位数の８.６％ 

（令和 6年 6月 1日改定） 

 

 

３  保険給付の自己負担額（３割負担の場合） 

［１時間以上２時間未満］１日 

  ・要介護１     １１８０円 

  ・要介護２     １２７３円 

  ・要介護３     １３７２円 

  ・要介護４     １４６５円 

  ・要介護５     １５７０円 

［２時間以上３時間未満］１日 

  ・要介護１     １２２５円 

  ・要介護２     １４０４円 

  ・要介護３     １５９３円 

  ・要介護４     １７７５円 

  ・要介護５     １９５７円 

［３時間以上４時間未満］１日 

  ・要介護１     １５５４円 

  ・要介護２     １８０７円 

  ・要介護３     ２０５６円 

  ・要介護４     ２３７６円 

  ・要介護５     ２６９３円 

 

［４時間以上５時間未満］１日 

  ・要介護１     １７６８円 

  ・要介護２     ２０５３円 

  ・要介護３     ２３３５円 

  ・要介護４     ２３９９円 

  ・要介護５     ３０６０円 

［５時間以上６時間未満］１日 

  ・要介護１     １９８９円 

  ・要介護２     ２３６０円 

  ・要介護３     ２７２５円 

  ・要介護４     ３１５６円 

  ・要介護５     ３５８２円 

 

［６時間以上７時間未満］１日 

  ・要介護１     ２２８７円 

  ・要介護２     ２７１８円 

  ・要介護３     ３１３７円 

  ・要介護４     ３６３６円 

  ・要介護５     ４１２５円 

 

［７時間以上８時間未満］１日 

  ・要介護１     ２４３７円 

  ・要介護２     ２８８８円 

  ・要介護３     ３３４５円 

  ・要介護４     ３８８６円 

  ・要介護５     ４４１０円 

 

 

＊リハビリテーション提供体制加算１          （３８円）／１回につき（3 時間以上 4 時間未満） 

＊リハビリテーション提供体制加算２          （５１円）／１回につき（4 時間以上 5 時間未満） 

＊リハビリテーション提供体制加算３          （６４円）／１回につき（5 時間以上 6 時間未満） 

＊リハビリテーション提供体制加算４          （７７円）／１回につき（6 時間以上 7 時間未満） 
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＊リハビリテーション提供体制加算５          （９０円）／１回につき（7 時間以上） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   イ   （１７９１円）／１月（開始月から６月以内） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   イ    （ ７６８円）／１月（開始月から６月超） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ロ   （１８９６円）／１月（開始月から６月以内） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ロ    （ ８７３円）／１月（開始月から６月超） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ハ   （２５３６円）／１月（開始月から６月以内） 

＊リハビリテーションマネジメント加算   ハ    （１５１３円）／１月（開始月から６月超） 

＊リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たり、    

事業所の医師が利用者等に説明し同意を得た場合  （ ８６３円）／１月（上記加算に加算する） 

＊入浴介助加算Ⅰ                 （１２８円）／１回 

＊入浴介助加算Ⅱ                 （１９２円）／１回 

＊短期集中個別リハビリテーション加算       （３５２円）／１日 

＊栄養アセスメント加算              （１６０円）／１回 

＊栄養改善加算（１月２回まで）          （６４０円）／１回 

＊口腔機能向上加算Ⅰ  （１月２回まで）     （４８０円）／１回 

＊口腔機能向上加算Ⅱ イ（１月２回まで）     （４９６円）／１回 

＊口腔機能向上加算Ⅱ ロ（１月２回まで）     （５１２円）／１回 

＊退院時共同指導加算               （１９１９円）／１回（病院の退院時） 

＊重度療養管理加算                （３２０円）／１回 

＊中重度ケア体制加算               （ ６４円）／１日 

＊科学的介護推進体制加算             （１２８円）／１月 

＊送迎減算                   （－１５０円）／片道 

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ           （ ７０円）／１日 

＊サービス提供体制強化加算Ⅱ           （ ５８円）／１日 

＊介護職員等処遇改善加算Ⅰ            所定単位数の８.６％ 

（令和 6年 6月 1日改定） 

 

 

B 介護予防通所リハビリテーションの場合の利用者負担額（地域加算を含む。） 

１  保険給付の自己負担額（１割負担の場合） 

 基本単位 ・要支援１  ２４１８円／月額  ・要支援２  ４５０７円／月額 

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ１   要支援１      （ ９４円）／１回 

Ⅰ２   要支援２      （１８８円）／１回 

   ＊サービス提供体制強化加算Ⅱ１   要支援１   （ ７７円）／１月 

＊サービス提供体制強化加算Ⅱ２   要支援２   （１５４円）／１月 

＊予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ         （１６０円）／１月 

＊予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ         （１７１円）／１月 

   ＊予防通所リハ栄養アセスメント加算        （ ５３円）／１月 

＊予防通所リハ栄養改善加算            （２１３円）／１月 

＊予防通所リハ退院時共同指導加算          （６４０円）／１回（病院の退院時） 

＊予防通所リハ科学的介護推進体制加算       （ ４３円）／１月 

   ＊予防通所リハ一体的サービス加算         （５１２円）／１月 

＊予防通所リハ介護職員等処遇改善加算Ⅰ      所定単位数の８.６％ 

 

＊日割（基本単位に替えて、月内の指定の日を除外した総日数） 

       ・要支援１   (８０円）／１日  ・要支援２  （１４８円）／１日 

＊減算（所定の要件を満たさない場合） 

       ・要支援１ (－１２８円）／１月  ・要支援２ （－２５６円）／１月 

（令和 6年 6月 1日改定） 
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２  保険給付の自己負担額（２割負担の場合） 

 基本単位 ・要支援１  ４８３５円／月額  ・要支援２  ９０１４円／月額 

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ１   要支援１      （１８８円）／１回 

Ⅰ２   要支援２      （３７５円）／１回 

   ＊サービス提供体制強化加算Ⅱ１   要支援１   （１５４円）／１月 

＊サービス提供体制強化加算Ⅱ２   要支援２   （３０７円）／１月 

＊予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ         （３２０円）／１月 

＊予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ         （３４１円）／１月 

   ＊予防通所リハ栄養アセスメント加算        （１０７円）／１月 

＊予防通所リハ栄養改善加算            （４２６円）／１月 

＊予防通所リハ退院時共同指導加算         （１２７９円）／１回（病院の退院時） 

＊予防通所リハ科学的介護推進体制加算       （ ８５円）／１月 

   ＊予防通所リハ一体的サービス加算        （１０２３円）／１月 

＊予防通所リハ介護職員等処遇改善加算Ⅰ      所定単位数の８.６％ 

 

＊日割（基本単位に替えて、月内の指定の日を除外した総日数） 

       ・要支援１  (１６０円）／１日  ・要支援２  （２９６円）／１日 

＊減算（所定の要件を満たさない場合） 

       ・要支援１ (－２５６円）／１月  ・要支援２ （－５１２円）／１月 

（令和 6年 6月 1日改定） 

 

 

３  保険給付の自己負担額（３割負担の場合） 

 基本単位 ・要支援１  ７２５３円／月額  ・要支援２  １３５２１円／月額 

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ１   要支援１      （２８１円）／１回 

Ⅰ２   要支援２      （５６３円）／１回 

   ＊サービス提供体制強化加算Ⅱ１   要支援１   （２３０円）／１月 

＊サービス提供体制強化加算Ⅱ２   要支援２   （４６１円）／１月 

＊予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ         （４８０円）／１月 

＊予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ         （５１２円）／１月 

   ＊予防通所リハ栄養アセスメント加算        （１６０円）／１月 

＊予防通所リハ栄養改善加算            （６４０円）／１月 

＊予防通所リハ退院時共同指導加算         （１９１９円）／１回（病院の退院時） 

＊予防通所リハ科学的介護推進体制加算       （１２８円）／１月 

   ＊予防通所リハ一体的サービス加算        （１５３５円）／１月 

＊予防通所リハ介護職員等処遇改善加算Ⅰ      所定単位数の８.６％ 

 

＊日割（基本単位に替えて、月内の指定の日を除外した総日数） 

       ・要支援１  (２４０円）／１日  ・要支援２  （４４５円）／１日 

＊減算（所定の要件を満たさない場合） 

       ・要支援１ (－３８４円）／１月  ・要支援２ （－７６８円）／１月 

（令和 6年 6月 1日改定） 
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C その他利用料 （要介護・要支援共通） 

①食費                       ８５０円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いいただきます。 

②日常生活品費／１日           １００円 

ボディーソープ、シャンプー等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支

払いいただきます。 

③教養娯楽費／１日            １００円 

倶楽部やレクリエーションで使用する、折り紙、粘土等の材料や風船、輪投げ等遊具、ビデオソ

フト等の費用であり施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。 

④基本時間外施設利用料            （その都度実費をいただきます。） 

利用者の家族の出迎え等の都合で、通所リハビリテーション終了後も利用者が長時間施設に滞在

する場合にお支払いいただきます。 

⑤不足品代 

利用者の身体の状況により、おむつ等の利用が必要な場合に、施設で用意するものをご利用いた

だく場合にお支払いいただきます。 （その都度実費をいただきます。） 

デイケアご利用時に必要なタオルやパッド、おむつ等の持参品が不足している場合にお支払いい

ただきます。（タオルは２５０円、パッド、おむつ等はその都度実費をいただきます。） 

⑥洗濯代 ５００円 

利用者の衣服により共用の設備の汚染や臭いなどの問題があると判断された場合、職員が洗濯を

行い、その都度実費をいただきます。 

⑦送迎費／片道                         （その都度実費をいただきます。） 

基本的には、保険給付の自己負担の範囲となりますが、通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する方が送迎を依頼した場合にお支払いいただきます。 

 

⑧その他文書料等  （法令に基づき無料で交付すべきものを除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 7年 6月 1日改訂） 

 

証明書料 １通につき    ５５０円 

普通診断書料 １通につき  ３，３００円 

保険会社等診断書料 １通につき  ５，５００円 

特殊診断書料 
１通につき  ７，７００円 

※検査あり １１，０００円 

死亡診断書・処置料 一 式   ２２，０００円 

領収書再発行料 １通につき    ５５０円 
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【通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション利用時リスク説明書】 

 

当施設では利用者が快適な入所生活を送られますように、安全な環境作りに努めておりますが、利用者の身体状

況や病気に伴う様々な症状が原因により、ご自宅でも起こりうることですが、下記のリスク等を説明いたします。 

 

□ 本人の全身状態が急に悪化した場合、家族に連絡すると共に当施設の判断で緊急に病院へ搬送を行います。 

□ 歩行時の転倒、ベッドや車椅子からの転落等による骨折・外傷、頭蓋内損傷の恐れがあります。 

□ 車で送迎中に転倒、不慮の事故、交通事故を起こす可能性があります。 

□ 老人保健施設は、リハビリ施設であること、原則的に拘束を行わないことから、転倒・転落による事故の可

能性があります。 

□ 加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下します。誤嚥・誤飲・窒息の危険性が高い状態

にあります。 

□ 高齢者の皮膚は薄く、少しの摩擦で表皮剥離ができやすい状態にあります。 

□ 高齢者の血管はもろく、軽度の打撲あっても、皮下出血が出来やすい状態にあります。 

□ 高齢者の骨はもろく、通常の対応でも容易に骨折する恐れがあります。 

□ 高齢者であることにより、脳や心臓の疾患により、急変・急死される場合もあります。 

※なお、説明でわからないことがあれば、遠慮なくお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

個人情報使用同意書 

私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用する

ことに同意します。 

記 

１ 使用する目的 

事業者が、介護保険法に関する法令に従い、介護老人保健施設等を 

円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合 

２ 使用にあたっての条件 

①個人情報の提供は、１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係

者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

②事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等を記録しておくこと。 

３ 個人情報の内容（例示） 

・ 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業者が介護老人保健施設を行うために最小限

必要な利用者や家族個人に関する情報 

・ その他の情報 

 

※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るも

のをいいます。 
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老人保健施設 舞子台デイケア（通所リハビリテーション・予防通所リハビリテーション）デイケアを利用す

るにあたり、介護老人保健施設通所利用約款、別紙１、別紙２及び別紙３、利用者負担説明書及びデイケア利

用時リスク説明書、個人情報使用同意書を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これら

を十分に理解した上で同意します 

 

令和    年    月    日         ＜利用者＞ 

住  所 

氏  名                  

電話番号 

 

＜利用者の身元引受人＞ 

住  所 

氏  名                (続柄    ) 

電話番号 

老人保健施設舞子台 

管理者 森田 瑞穂  殿 

【本約款第１０条２項緊急時及び第１１条３項事故発生時の連絡先】 

・氏
ふり

  名
がな

 
（続柄        ） 

・住  所 

〒 

・電話番号 

（携帯番号） 

 

（                           ） 

 【本約款第６条の請求書・明細書及び領収書の送付先】 

・氏
ふり

  名
がな

 
（続柄        ） 

・住  所 

〒 

・電話番号 

（携帯番号） 

 

（                           ） 

◇ 介護老人保健施設デイケア利用同意書 ◇ 

◇  利 用 者 負 担 説 明 書 ◇ 

◇ デイケア時利用時リスク説明書 ◇ 

◇ 個人情報使用同意書 ◇ 
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個人情報の使用に係る承諾について 

 

 老人保健施設 舞子台デイケアでは、ご家族様や一般の皆様に対して舞子台デイケアをご理解いただくには、

ご利用者様の様子をご覧いただくことが、最も良い方法と考えております。 

 ご利用者様の肖像（施設生活、レクリエーション参加風景などの写真及び動画などの画像）をホームページ等

や広報（毎月お配りしているお手紙）に掲載させていただきたく、ご承諾をお願いします。 

 つきましては、下記をお読みいただき、ご承諾いただけましたら承諾書に記入、押印をお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 肖像の使用については、ホームページ等と広報に掲載いたします。 

２ 掲載写真及び動画の削除依頼があった場合は、すみやかに削除いたします。 

 

 

 

私は係る肖像を上記において掲載することを  承諾いたします。 

   

                      承諾しません。 

 

 

 

老人保健施設舞子台 施設長殿 

 

令和    年    月    日     ＜利用者＞ 

住  所 〒 

氏  名                

電話番号 

 

＜代筆者氏名)＞ 

住  所 〒 

氏  名                

          (続柄       ) 

電話番号 

（携帯番号） 

 

 


